
大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和４年１１月３０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第３４号 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する 

規則 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（令和２年大和市規則

第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第２３号中「病院診療放射線技師」を削り、同表第２５号中 病院臨床検査技師 

 

を 
病院臨床検査技師 

病院診療放射線技師 
に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前

までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 
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